
介護保険給付対象サービス利用料金 

特別養護老人ホームあづきもち 平成 30 年 8 月現在 

ご利用料金はサービス利用料と食費、居住費と負担割合により決まります。サービス利用料はご

契約者の要介護度により異なります。また経済状況によっては各種軽減制度の対象となり、減額の

対象となる事があります。（計算上、幾つかの端数処理が必要となり日割りの利用料では若干の誤

差が生じます。） 

減額がない場合（第 4 段階） 

①減額がない場合の利用料金表 

要 介 護 度 サービス利用料（1 割負担） サービス利用料（2 割負担） サービス利用料（3割負担） 

要介護認定 １ 127,425 円 150,999 円 174,574 円 

要介護認定 ２ 129,600 円 155,349 円 181,099 円 

要介護認定 ３ 131,971 円 160,091 円 188,211 円 

要介護認定 ４ 134,146 円 164,441 円 194,736 円 

要介護認定 ５ 136,322 円 168,793 円 201,264 円 

＊ 食費 1,380円／1日 （内訳は朝食２７０円 昼食５３０円 夕食５３０円 おやつ５０円）です。 

＊ 居住費 1,970円／1日 

＊ 日用品費 60円／1日 

減額がある場合 

ア）介護保険負担限度額認定証 
 介護保険負担限度額認定証をお持ちのご契約者は下記 ②の料金表 が適用となります。お持ち

でなくてもご入所後に条件を満たせば申請できます。どの段階に該当するか、また対象であるかど

うか等については担当のケアマネジャー様にお尋ねになるか、当施設担当までご相談ください。 

 

適用要件 

第１段階・住民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 

    ・生活保護受給者 

第２段階・住民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が８０万円以下のご契約者 

第３段階・住民税世帯非課税であって、利用者負担額第２段階以外のご契約者 

※上記以外にも配偶者の課税状況や所有されている資産（預貯金、株式等）も条件となります。 

 

② 介護保険負担限度額認定証の適用後の利用料金 

要 介 護 度 第３段階 第２段階 第１段階 

要介護認定 １ 84,335 円 61,085 円 58,295 円 

要介護認定 ２ 86,510 円 63,260 円 60,470 円 

要介護認定 ３ 88,881 円 65,631 円 62,841 円 

要介護認定 ４ 91,056 円 67,806 円 65,016 円 

要介護認定 ５ 93,232 円 69,982 円 67,192 円 

※※裏面に続く※※ 



イ）社会福祉法人の軽減制度 

下記の要件を満たしていれば、上記②の料金表のご利用料から更に 25％の軽減が受けられます。 

 

＜対象者の要件＞ 

 下記要件を全て満たすご契約者に対して、生計が困難であると市町村（保険者）が認めた方。 

・ 世帯の中に住民税が課税されている者がいないこと。 

・ 年間収入が単身世帯では１５０万円、世帯員が一人増えるごとに５０万円を加算した額

以下であること。 

・ 預貯金などの金額が単身世帯では３５０万、世帯員が一人増えるごとに１００万円を加

算した額以下であること。 

・ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。 

・ 負担能力のある親族などに扶養されていないこと。 

・ 介護保険料を滞納していないこと。 

 

③ 社会福祉法人の負担軽減制度適用後の利用料金表 

要 介 護 度 第３段階 第２段階 第１段階 

要介護認定 １ 63,251 円 45,814 円 43,721 円 

要介護認定 ２ 64,883 円 47,445 円 45,353 円 

要介護認定 ３ 66,661 円 49,223 円 47,131 円 

要介護認定 ４ 68,292 円 50,855 円 48,762 円 

要介護認定 ５ 69,924 円 52,487 円 50,394 円 

 

 

ご不明な点や、ご質問などはお気軽に当施設担当までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご連絡お待ちしております！！ 

特別養護老人ホームあづきもち 

Tel ０５３－４３９－３９１１ 

担当 相場／松井 


